日田市税条例施行規則の一部改正について（趣旨）

	１．目的・理由

　　日田市税条例の一部改正による軽自動車税の環境性能割の廃止等に伴い、当該廃止に係る規定を削除するほか、関連様式の見直しを行う等、所要の措置を講ずること。
２．規則改正の主な内容

　以下のとおり、軽自動車税の環境性能割の廃止に係る改正を行うこと。

⑴　規定の廃止及び見直し
　・　公的医療機関に係る環境性能割の減免（第８条関係）※廃止

　・　身体障害者等に係る環境性能割の減免（第８条の２関係）※廃止

　・　身体障害者の範囲（第８条の３関係）※廃止

　・　精神障害者の範囲（第８条の４関係）※廃止

　・　「種別割」を「軽自動車税」に改めること。（第８条の５関係）

⑵　様式の廃止及び見直し
　・　「軽自動車税環境性能割減免申請書」（様式第65号）を廃止すること。

・　様式中「種別割」の記載がある箇所の見直し（削除）を行うこと。

３．施行の時期

　　公布の日から施行すること。

４．意見公募を実施しなかった旨及びその理由

　　日田市行政手続条例第３７条第４項第２号に該当するため、同条例に定める意見公募手続を実施しませんでした。

　該当理由

　　納付すべき金銭について定める法令（地方税法、日田市税条例）の改正により、当該法令の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとする場合であるため。



